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北
条
氏
邦
の
鉢
形
城
入
城
を
め
ぐ
っ
て

梅
沢
太
久
夫

は
じ
め
に

北
条
氏
邦
の
鉢
形
城
入
城
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
、
永
禄
三
年
か
ら
永

禄
十
二
年
ま
で
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

・
永
禄
三
年
説

中
田
正
光

一
九
八
二
『
秩
父
路
の
古
城
址
』

・
永
禄
五
年
以
前
説

「
藤
田
康
邦
の
娘
大
福
御
前
を
妻
と
し
て
、
氏
邦
が
鉢
形
城
に
入
っ
た
の
は

（「

」

永
禄
五
年
以
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。」

三

北
条
氏
邦
の
鉢
形
入
部
と
上
野
支
配

『
新
編
埼
玉
県
史
』
資
料
編
６

九
頁
）

・
永
禄
七
年
説

福
島
正
義
は
不
明
と
し
な
が
ら
も
氏
邦
印
判
状
の
最
古
の
も
の
が
永
禄
七
年

（

第
三
編
第
一
章
第
三
節
二

北
条
氏
邦

で
あ
る
の
で
、
永
禄
七
年
以
前
と
す
る

「

。

と
鉢
形
領
支
配

『
寄
居
町
史
』
通
史
編
三
〇
〇
頁

」

）

（
寄
居
町
教
育
委
員
会
二
〇

「
こ
の
頃
氏
邦
は
幼
名
を
廃
し
、
鉢
形
城
へ
入
城
」。

〇
四
『
鉢
形
城
開
城

北
条
氏
邦
と
そ
の
時
代
』
七
〇
頁
）

・
永
禄
十
二
年
説

浅
倉
直
美

一
九
九
七
「
付
論
一

北
条
氏
邦
の
鉢
形
入
城
に
つ
い
て

『
後

」

北
条
領
国
の
地
域
的
展
開
』
一
〇
四
・
一
〇
五
頁

岩
田
書
院
）

黒
田
基
樹

一
九
九
六
「
第
三
編
第
四
章
二
後
北
条
・
上
杉
・
武
田
三
氏
」

の
攻
防
と
加
美
郡

『
上
里
町
史
』
通
史
編
上

四
五
二
頁

」

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
浅
倉
・
黒
田
の
研
究
に
よ
っ
て
、
永
禄
十

二
年
入
城
説
が
確
定
し
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
、
根
拠
と
す
る
文
書
の
解
釈

に
疑
問
を
感
じ
て
い
る
の
で
、
そ
の
問
題
点
を
若
干
指
摘
し
、
鉢
形
城
の
縄

張
り
や
交
通
路
の
検
討
を
基
に
、
永
禄
七
年
鉢
形
城
入
城
を
主
張
し
た
い
。

一

鉢
形
城
跡
の
縄
張
り

鉢
形
城
は
、
関
東
支
配
を
確
立
し
た
後
北
条
氏
の
北
武
蔵
か
ら
上
野
支
配

の
拠
点
の
城
郭
で
あ
る
。
北
条
氏
康
四
男
氏
邦
が
藤
田
康
邦
の
娘
婿
と
し
て

入
城
し
、
鉢
形
領
支
配
を
完
成
さ
せ
た
城
郭
と
し
て
戦
国
史
上
極
め
て
重
要

。

、

、

な
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い
る

こ
の
城
郭
は

そ
の
構
造
も
独
特
な
も
の
で

荒
川
の
浸
食
地
形
を
巧
み
に
利
用
し
て
築
城
し
た
独
特
な
タ
イ
プ
の
城
郭
と

し
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
「
鉢
形
城
タ
イ
プ
」
の
城
郭
の
出
現
は
氏
邦
入
城
以

前
の
山
内
上
杉
氏
時
代
の
築
城
に
係
わ
る
特
色
と
し
て
理
解
さ
れ
る
（
梅
沢

二
〇
〇
三

。
後
北
条
氏
は
入
城
以
来
、
鉢
形
城
を
修
築
し
た
事
が
伺
わ
れ
、

）

そ
の
範
囲
は
本
郭
以
外
の
区
域
と
な
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
別
図

に
示
さ
れ
る
鉢
形
城
実
測
図
を
見
て
も
解
る
と
お
り
、
諏
訪
郭
以
西
、
外
郭

部
分
の
縄
張
り
が
不
明
瞭
で
、
鉢
形
城
に
つ
い
て
つ
ぶ
さ
に
検
討
を
深
め
て

き
た
筆
者
も
、
そ
の
範
囲
の
再
検
討
を
進
め
る
必
要
を
感
じ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
第
一
に
鉢
形
城
の
領
域
に
つ
い
て
検
討
し
、
次
に
、
そ

こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
鉢
形
城
下
の
交
通
を
分
析
し
、
本
旨
に
迫
り
た
い
。

第
四
図
は
鉢
形
城
と
そ
の
周
辺
地
域
を
、
明
治
十
八
年
の
迅
速
図
を
ベ
―

ス
に
作
成
し
た
。
こ
の
中
で
ま
ず
、
視
点
と
す
べ
き
は
鉢
形
城
の
領
域
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
ま
で
鉢
形
城
域
と
さ
れ
た
も
の
は
、
第
一
図
に
示
す
町
教
育
委
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第１図 鉢形城と天神山城全体図

員
会
の
実
測
図
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
国
指
定
史
跡
の
範
囲
を
中

心
と
し
た
も
の
で
、
鉢
形
城
域
を
網
羅
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
外

郭
が
木
持
地
区
（
氷
川
台
）
か
ら
完
全
に
見
下
ろ
せ
る
こ
と
、
し
か
も
遮
断

す
る
堀
や
、
土
塁
が
小
規
模
で
あ
る
こ
と
、
鍛
冶
郭
地
区
の
遮
断
線
の
不
鮮

明
さ
、
大
手
口
と
伝
え
る
諏
訪
郭
西
部
地
域
の
遮
断
線
の
不
安
定
さ
な
ど
、

鉢
形
城
の
縄
張
り
は
実
測
図
に
示
さ
れ
る
範
囲
で
は
、
不
完
全
そ
の
も
の
な

の
で
あ
る
。
鉢
形
城
に
つ
い
て
は
、
実
測
図
の
他
に
、
そ
の
範
囲
が
知
ら
れ

る
資
料
で
は
、
江
戸
期
作
成
と
見
ら
れ
る
第
二
図
「
鉢
形
城
絵
図

（
新
田
氏

」

蔵

〔
新
編
埼
玉
県
史
資
料
編
６
付
録
〕
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
絵
図
は
本
城

）
を
中
心
に
家
臣
団
の
配
置
を
記
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
地
形
区
分
が
明

瞭
で
そ
の
範
囲
を
押
さ
え
ら
れ
る
。
家
臣
配
置
は
小
和
田
の
指
摘
通
り
（
小

和
田
一
九
八
四
）
で
あ
ろ
う
が
、
東
端
を
関
山
川
、
西
端
を
土
居
の
沢
、
南

端
は
深
沢
川
に
仕
切
ら
れ
る
西
の
入
境
と
す
る
区
域
が
城
域
で
あ
っ
た
、
と

い
う
意
識
が
地
域
民
に
存
在
し
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
絵
図
に
示
さ
れ
る
地
域
に
つ
い
て
、
現
状
の
地
形
を
観
察
す
る
と
、

。

、

、

特
色
あ
る
地
形
が
抽
出
さ
れ
る

土
居
の
沢
に
つ
い
て
は

こ
の
沢
を
境
に

立
原
台
と
秋
山
台
に
分
か
れ
る
が
、
秋
山
台
は
東
に
傾
斜
し
、
立
原
台
側
が

断
層
崖
状
に
川
底
か
ら
の
比
高
八
～
一
〇
メ
―
ト
ル
の
障
壁
を
な
す
。
し
か

も
、
立
原
へ
の
進
入
路
で
あ
る
旧
県
道
部
分
に
は
四
メ
―
ト
ル
程
下
が
っ
た

平
坦
地
が
備
え
ら
れ
、
橋
が
架
け
ら
れ
る
。
こ
の
あ
り
方
は
、
城
郭
の
視
点

、

。

か
ら
見
れ
ば

明
ら
か
に
馬
出
状
の
腰
郭
形
成
と
指
摘
で
き
る
構
造
で
あ
る

上
の
原
台
と
八
幡
台
と
を
画
す
る
東
の
関
山
川
は
、
城
南
中
学
の
東
を
北
流

す
る
川
で
あ
る
が
、
こ
の
川
は
、
台
地
北
端
部
で
は
浸
食
に
よ
り
、
深
沢
川
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第２図 鉢形城絵図（新田版） 『新編埼玉県史』資料編６付図

第３図 鉢形城跡とその範囲復原図
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同
様
の
急
崖
を
な
し
、
台
地
平
坦
部
で
は
幅
八
〇
メ
―
ト
ル
・
深
さ
三
～
四

メ
―
ト
ル
の
水
田
を
形
成
す
る
。
ま
た
、
こ
の
西
側
に
あ
る
。
長
久
院
川
は

。

、

、

障
壁
と
な
る

一
方

北
の
台
地
平
坦
部
の
構
造
は
幅
十
二
メ
―
ト
ル
程
で

八
幡
台
と
氷
川
台
を
区
画
す
る
川
で
あ
る
が
、
氷
川
神
社
口
を
境
に
南
北
の

構
造
が
異
な
り
、
北
側
は
浸
食
が
進
み
、
氷
川
台
側
が
三
～
八
メ
―
ト
ル
の

中
央
部
に
一
間
程
の
中
堤
を
置
く
水
田
と
な
る
が
、
そ
の
水
田
の
区
画
は
左

右
で
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
一
見
、
障
子
堀
の
存
在
を
考
え
さ
せ
る
構
造
が

み
ら
れ
る
。
関
山
川
・
長
久
院
川
共
に
、
南
端
は
丘
陵
を
構
成
す
る
山
間
に

入
る
が
、
山
懐
深
く
ま
で
小
さ
な
水
田
が
作
ら
れ
て
い
る
。

南
側
は
深
沢
川
に
よ
っ
て
構
造
が
区
分
さ
れ
、
東
は
そ
の
ま
ま
、
丘
陵
を

構
成
す
る
山
並
み
、
西
側
は
、
車
山
と
い
う
独
立
丘
陵
を
横
た
え
、
南
北
両

端
に
東
西
に
延
び
る
浸
食
谷
が
形
成
さ
れ
る
。
車
山
北
麓
の
谷
は
上
幅
一
三

〇
メ
―
ト
ル
・
深
さ
一
〇
メ
―
ト
ル
程
の
浸
食
谷
で
あ
り
、
谷
底
は
四
〇
メ

―
ト
ル
程
の
幅
で
水
田
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
絵
図
に
示
さ
れ
る
範
囲
の

地
形
を
観
察
し
て
示
す
と
第
三
図
と
な
る
。
関
山
川
か
ら
車
山
北
麓
谷
・
土

居
の
沢
に
囲
ま
れ
る
範
囲
は
、
自
然
地
形
で
も
周
辺
と
は
隔
絶
さ
れ
、
城
内

と
城
外
と
の
遮
断
線
が
明
瞭
に
さ
れ
る
。
こ
の
範
囲
が
鉢
形
城
域
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
る
。
内
宿
は
ま
さ
に
城
内
に
置
か
れ
た
「
宿
」
な
の
で
あ
る
。
し

か
も
内
宿
の
置
か
れ
る
地
域
は
、
第
一
段
丘
面
に
あ
り
、
木
持
面
と
は
約
一

三
メ
ー
ト
ル
下
が
っ
て
鉢
形
小
学
校
が
置
か
れ
る
荒
宿
面
、
さ
ら
に
五
メ
ー

ト
ル
さ
が
っ
て
内
宿
面
と
な
り
、
し
か
も
段
丘
崖
の
裾
に
は
「
長
久
院
川
」

が
廻
さ
れ
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
、
宿
は
城
内
と
い
っ
て
も
台
地
を
深
く
刻
ん

だ
東
の
関
山
川
、
西
の
長
久
院
川
と
、
南
側
の
段
丘
崖
に
挟
ま
れ
た
窪
地
状

。

の
限
定
さ
れ
た
地
域
に
隔
絶
さ
れ
て
置
か
れ
た
宿
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る

二
、
問
題
点
の
所
在

ま
ず
、
次
の
文
書
に
注
目
し
た
い
。

〔
逸
見
文
書

『
新
編
埼
玉
県
史
』
資
料
編
６
―
五
二
〇

北
条
氏
邦
印
判
状

〕

、

、

、

、

敵
働
由
候
間

他
所
へ
兵
粮
為
無
御
印
判

一
駄
も
越
ニ
付
者

見
逢
ニ
足
軽
ニ
被
下
候

其
身
事
者
可
被
掛
礫
、
小
屋
之
義
者
金
尾
・
風
夫
・
鉢
形
・
西
之
入
相
定
候
、
十
五
己
前

六
十
後
之
男
、
悉
書
立
可
申
上
者
也
、
仍
如
件

(

永
禄
十
一
年)

（
象
印
・
翕
邦

□
）

辰

十
月
廿
三
日

氏
邦

阿
佐
美
郷井
上
孫
七
郎

辰
年
（
永
禄
十
一
年
）
十
月
二
十
三
日
付
け
で
、
北
条
氏
邦
か
ら
児
玉
の

井
上
孫
七
郎
に
宛
て
た
文
書
で
あ
る
。
そ
の
文
意
は
「
敵
が
動
き
動
き
出
し

た
の
で
、
印
判
の
無
い
兵
粮
は
一
駄
た
り
と
も
他
所
へ
持
ち
出
さ
せ
な
い
こ

と
、
見
つ
け
た
場
合
は
、
足
軽
に
引
渡
し
、
磔
に
す
る
。
小
屋
は
金
尾
・
風

布
・
鉢
形
・
西
ノ
入
に
置
い
た
」
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
文
書
を
よ
り
ど
こ
ろ

に
、
浅
倉
直
美
は
著
書
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「

略
）
こ
れ
は
、
後
北
条
・
武
田
の
戦
闘
状
態
の
な
か
で
、
定
め
ら
れ
た

（

「

」

、

場
所
以
外
の

他
所

に
兵
粮
を
勝
手
に
持
ち
出
す
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
で
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定
め
ら
れ
た
場
所
と
は
、
金
尾
・
風
夫
・
鉢
形
・
西
入
に
置
か
れ
た
兵
粮
小

屋
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
鉢
形
か
ら
金
尾
・
風
夫
・
西
入
は
、
そ
れ
ぞ
れ

五
キ
ロ
・
四
キ
ロ
・
二
キ
ロ
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
氏
邦
の
居
城
が
鉢
形
で
あ
る
と
み
な
し
た
場
合
、
鉢
形
城
を

中
心
と
し
た
四
か
所
の
兵
粮
小
屋
の
相
関
関
係
、
あ
る
い
は
鉢
形
に
置
か
れ

た
兵
粮
小
屋
と
鉢
形
城
の
関
係
な
ど
、
判
然
と
し
な
い
点
が
残
さ
れ
る
。
三

年
後
の
元
亀
二
年(

一
五
七
一)

の
段
階
で
は
長
谷
部
兵
庫
助
ほ
か
小
前
田
衆

に
対
し
て
「
当
麦
を
以
而
五
拾
俵
、
御
城
へ
入
置
ニ
付
者
」
と
兵
粮
を
「
御

城
」
へ
搬
入
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る(
長
谷
部
文
書)

の
に
、
永
禄
十
一
年
の

場
合
、
鉢
形
に
は
城
と
別
に
兵
粮
小
屋
が
な
ぜ
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
こ
で
、
こ
の
永
禄
十
一
年
の
段
階
で
は
氏
邦
が
天
神
山
城
に
拠
っ
て
い

る
と
考
え
る
と
、
天
神
山
城
か
ら
金
尾
・
風
夫
は
二
．
五
キ
ロ
、
鉢
形
・
西

入
は
七
キ
ロ
の
距
離
に
あ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
兵
粮
小
屋
は
氏
邦
の
居
城
天

神
山
か
ら
一
定
の
距
離
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
略
）
氏
邦
は
永
禄
十
二
年
九
月
に
は
鉢
形
城
で
武
田
勢
の
攻
撃
を
迎
え
て

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
氏
邦
の
天
神
山
か
ら
鉢
形
へ
の
移

、

、

城
は

永
禄
十
一
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
翌
十
二
年
九
月
の
間
と
推
定
さ
れ

、

。

そ
の
理
由
と
し
て
は

御
嶽
城
を
め
ぐ
る
政
治
情
勢
の
変
化
が
考
え
ら
れ
る

（
略
）
御
嶽
城
が
武
田
氏
に
帰
属
す
る
と
、
そ
の
八
．
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
南

東
の
天
神
山
城
に
拠
る
氏
邦
は
危
機
感
を
つ
の
ら
せ
、
さ
ら
に
七
キ
ロ
メ
―

ト
ル
東
に
位
置
し
、
荒
川
・
深
沢
川
の
断
崖
を
巧
み
に
利
用
し
た
要
害
堅
固

な
鉢
形
城
を
急
遽
修
築
、
防
備
強
化
し
て
移
城
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
段
階
に
北
条
氏
邦
は
朱
印
第
Ⅱ
型
を
使
用
し
始
め
る
（
略

。
）
」

浅
倉
直
美
一
九
九
七
「
付
論
一

北
条
氏
邦
の
鉢
形
入
城
に
つ
い
て

『
後
北
条
領
国

（

」

の
地
域
的
展
開
』
一
〇
四
・
一
〇
五
頁

岩
田
書
院
）

黒
田
基
樹
は
こ
の
見
解
を
受
け
て
入
城
の
時
期
を
め
ぐ
っ
て
「
北
条
氏
邦

は
前
年
（
永
禄
十
一
年
）
十
月
ま
で
は
天
神
山
城
を
本
拠
と
し
て
い
た
が
、

同
十
二
年
九
月
に
は
鉢
形
城
を
本
拠
と
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
間
に
氏
邦
は
武
蔵
北
西
部
に
お
け
る
軍
事
的
危
機
の
高
ま
り

に
対
応
し
て
、
本
拠
を
天
神
山
城
か
ら
要
害
堅
固
な
鉢
形
城
へ
移
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
鉢
形
移
城
の
正
確
な
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
、

同
十
二
年
二
月
二
十
日
に
武
田
勢
の
鉢
形
方
面
へ
の
侵
攻
が
み
ら
れ
た
こ
と

同
年
と
推
定
さ
れ
る
二
月
二
十
四
日
付
け
の
深
谷
（
上
杉
憲
盛
）
宛
北
条
氏

康
書
状
に
武
田
方
の
信
濃
衆
が
児
玉
郡
域
に
進
攻
し
て
鉢
形
衆
と
合
戦
し
た

こ
と
が
み
え
て
い
る
。
鉢
形
衆
は
氏
邦
の
軍
勢
を
指
し
、
こ
こ
で
鉢
形
衆
の

名
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
、
二
月
に
は
氏
邦
は
鉢
形
城
へ
入
城

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
正
し
け
れ
ば
、
氏
邦
は
、
武
田
氏

と
敵
対
す
る
と
同
時
に
本
拠
を
鉢
形
城
へ
移
し
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ

（
黒
田
基
樹

一
九
九
六
「
第
三
編
第
四
章
二
後
北
条
・
上
杉
・
武
田
三
氏
」
の
攻

う
」
。

防
と
加
美
郡

『
上
里
町
史
』
通
史
編
上

四
五
二
頁
）

」

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
第
一
は

「
小
屋
」
を
兵
粮
小
屋
と
特
定
し
た
こ
と

、

で
あ
る
。
文
書
は
先
に
兵
粮
の
他
所
へ
の
移
動
を
禁
止
す
る
こ
と
、
違
反
し

た
者
を
見
つ
け
た
ら
直
ち
に
磔
に
す
る
こ
と
。
後
半
は
、
そ
の
た
め
の
小
屋

を
金
尾
・
風
夫
・
鉢
形
・
西
之
入
に
定
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
中

、

「

」

。

に
は
け
し
て
兵
粮
小
屋
と
は
無
く

た
だ

小
屋

と
し
か
記
録
さ
れ
な
い
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第４図 鉢形城周辺地域の交通路

そ
こ
で
、
北
条
氏
邦
の
鉢
形
城
入
城
時
期
の
理
解
に
と
っ
て
、
小
屋
の
性
格

を
検
討
す
る
こ
と
が
、
極
め
て
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
考
え
る

視
点
と
し
て
、
鉢
形
城
周
辺
の
交
通
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

鉢
形
城
時
代
の
主
た
る
交
通
路
に
つ
い
て
、
斎
藤
慎
一
の
研
究
が
示
さ
れ

た
。
斎
藤
は
、
鉢
形
城
を
中
心
に
し
た
北
武
蔵
の
支
配
構
造
の
中
で
は
、
中
―
塚

世
前
期
ま
で
主
要
な
交
通
路
で
あ
っ
た
「
鎌
倉
街
道
上
ツ
道
」
の
今
市

田
―
赤
浜
―
荒
川
―
小
前
田
―
用
土
の
ル
ー
ト
は
そ
の
役
割
を
終
え
て
い
た
。
そ

斎
藤
慎
一

し
て
、
小
川
か
ら
鉢
形
城
を
か
す
め
る
ル
ー
ト
の
存
在
を
指
摘
し
た
（
の
中
で
、

二
〇
〇
五
「
中
世
東
国
の
街
道
と
そ
の
変
遷

『
戦
国
の
城
』
八
五
頁
）

」

。
こ

鉢
形
か
ら
の
秩
父
道
が
忘

「山
の
辺
道
」
コ
ー
ス
設
定
は
重
要
な
視
点
で
あ
る
が
、

れ
ら
れ
、
東
秩
父
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
は
賛
成
で
き

第
四
図
に
鉢
形
城
周
辺
地
区
に
お
け
る
交
通
路
の
復
原
し
た
位
置
を
示

な
い
。

し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
、
「小
川
道
」
・
「
秩
父
道
」・
「
金
尾
・
岩
田
道
（仮
称
）
」
と
し
て
近

代
ま
で
主
要
な
生
活
路
と
し
て
活
用
さ
れ
続
け
て
い
る
。

小
川
道
は
、
戦
国
期
に
は
松
山
領
上
田
氏
の
本
拠
が
推
定
さ
れ
る
小
川
か
ら

勝
呂
・木
呂
子
を
通
る
「
西
ノ
入
筋
」
と
し
て
「北
条
家
制
札
」
（
浄
蓮
寺
古
文
書
）

に
記
さ
れ
る

道
で
あ
る
。
こ
の
道
は
木
呂
子
か
ら
三
ケ
山

（
梅
沢
太
久
夫
二
〇
〇
五
）

を
通
過
す
る
「
児
玉
道
」と
、
鉢
形
城
南
部
を
か
す
め
、
秩
父
道
へ
と
連
な
る
「西

の
入
道
（仮
称
）
」
に
分
か
れ
る
。
「
児
玉
道
」
は
南
方
院
前
で
、
関
山
川
の
急
崖
に

置
か
れ
た
関
山
小
路
に
入
り
、
関
山
川
を
越
え
て
、
内
宿
の
甘
粕
小
路
か
ら
「
荒
（
仮

神
渡
」
（
下
船
渡
）
で
渡
河
し
て
児
玉
方
面
へ
と
通
る
。
一
方
、
「
西
の
入
道

」
は
五
の
坪
川
沿
い
を
下
る
ル
ー
ト
で
あ
り
、
鉢
形
城
手
前
で
五
の
坪
川
に
通

称
）
路
を
遮
断
さ
れ
、
車
山
の
南
方
を
西
に
折
れ
、
「
秩
父
道
」
に
連
な
る
。
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「
秩
父
道
」
は
熊
谷
か
ら
秩
父
に
抜
け
る
近
世
の
「
秩
父
往
還
」で
、
皆
野
町
三

沢
か
ら
釜
伏
峠
を
越
え
る
山
道
で
あ
り
、
主
要
な
交
通
路
で
あ
っ
た
。
熊
谷
や
児

玉
方
面
か
ら
の
道
は
寄
居
を
通
過
し
、
「子
持
瀬
渡
」
で
渡
河
し
た
。
「子
持
瀬
渡
」

を
渡
ら
な
い
で
波
久
礼
を
通
過
す
る
「
川
通
り
」
は
交
通
の
難
所
で
、
こ
の
「
山
通

り
」は
重
要
な
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。

「
金
尾
・
岩
田
道
（
仮
称

」
は
荒
川
右
岸
段
丘
崖
上
を
通
る
道
で
あ
っ
た

）

と
い
う
。
金
尾
の
「
殿
倉
の
渡
」
で
渡
河
し
、
末
野
へ
渡
る
の
が
江
戸
期
の

主
な
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
が
、
直
進
す
る
鉢
形
へ
の
道
も
生
活
道
と
し
て
存
在

し
て
い
た
と
い
う

こ
の
道
は
折
原
衆
の
本
拠
地
を
縦
断
す
る
ル
ー
ト
で

子

。

、「

持
瀬
渡
」
手
前
で
秩
父
道
に
合
流
し
て
い
る
。

永
禄
七
年
頃
の
鉢
形
城
域
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
曲
輪
部

を
基
点
と
し
て
、
二
の
曲
輪
・
三
の
曲
輪
へ
と
拡
張
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
仮
に
、
こ
の
時
点
で
本
曲
輪
の
み
の
城
域
と
と
ら
え
て
も
、
周
辺
地

域
の
地
形
に
は
変
化
が
な
い
の
で
、
外
部
か
ら
の
進
入
路
の
基
本
ル
ー
ト
は

変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
検
討
に
よ
っ
て
、
先
に
示
し
た
城
下
に
置
か
れ

た
「
小
屋
」
の
位
置
が
○
印
地
点
付
近
に
浮
か
び
上
が
る
事
に
な
る
。

氏
邦
文
書
に
は
「
金
尾
・
風
夫
・
鉢
形
・
西
之
入
」
と
小
屋
の
所
在
地
が

示
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
第
四
図
の
ル
ー
ト
図
か
ら
、
金
尾
は
「
金
尾
・

岩
田
道
（
仮
称

」
の
金
尾
で
、
こ
こ
に
は
金
尾
要
害
山
城
が
あ
り
、
そ
の
裾

）

に
金
尾
金
兵
衛
屋
敷
と
伝
え
る
屋
敷
地
が
調
査
さ
れ
て
い
る
。
道
は
そ
の
直

。

、「

」

、

下
を
通
っ
て
い
る

風
夫
は
寄
居
町
風
布
で

秩
父
道

が
こ
こ
を
通
過
し

峠
の
要
所
、
釜
山
神
社
の
所
在
す
る
釜
伏
峠
も
こ
の
風
布
地
区
内
で
あ
る
。

西
之
入
は
「
西
の
入
道
（
仮
称

」
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
城
内

）

と
城
外
を
区
画
す
る
深
沢
川
上
流
部
の
五
の
坪
川
と
三
品
川
の
合
流
点
落
合

橋
部
分
が
入
桝
状
の
地
形
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
付
近
が
想
定
さ
れ
る
。
最

後
の
鉢
形
で
あ
る
が

「
児
玉
道
（
仮
称

」
が
内
宿
に
は
い
り
、
荒
神
渡
手

、

）

前
で
泉
福
寺
を
配
し
て
、
枡
形
状
に
通
路
が
入
り
組
ん
で
お
り
お
り
、
重
要

な
防
御
線
が
置
か
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
地
点
で
あ
っ
た
と
考

え
た
い
。
こ
れ
ら
の
小
屋
所
在
場
所
地
点
は
、
交
通
の
要
地
に
位
置
づ
け
た

（
田
代

脩

二
〇

が

『
小
川
町
史
』
の
よ
う
に
「
避
難
小
屋
」
と
す
る
観
点

、

で
は
承
知
さ
れ
る
場
所
で
は
な

〇
五
『
小
川
町
の
歴
史
』
通
史
編
上

二
八
〇
頁
）

い
。
そ
こ
で
次
の
文
書
を
考
え
た
い
。

〔
逸
見
文
書

『
新
編
埼
玉
県
史
』
資
料
編
６
―
四
二
五

北
条
氏
邦
印
判
状

〕

卅
人
之
足
軽
衆
、
十
騎
宛
三
番
ニ
積
、
中
三
日
用
意
ニ
而
、
西
入
り
ヘ
罷
越
、
新
井
如
申

可
走
廻
、
少
も
横
合
非
分
之
儀
、
自
今
ニ
入
耳
ニ
付
者
、
可
成
敗
者
也
、
仍
如
件
、

丑

奉
之

（
象
印
・
翕
邦

□
）

（
永
禄
八
年
）

正
月
十
五
日

三
山

野
上
足
軽
衆
中

こ
れ
は
、
長
瀞
町
野
上
の
足
軽
衆
宛
文
書
で
あ
る
が
、
三
十
人
の
足
軽
を

十
人
づ
つ
三
グ
ル
―
プ
に
分
け
、
中
三
日
の
食
料
を
用
意
し
て
「
西
の
入
」

、

。

、

に
詰
め

新
井
氏
の
指
示
に
従
っ
て
働
け
と
い
う
も
の
で
あ
る

明
ら
か
に

「
西
の
入
」
に
「
番
衆
」
が
配
置
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
永
禄
八
年
と
推
定

さ
れ
、
正
月
十
五
日
付
の
も
の
で
あ
る
が
、
鉢
形
城
下
南
部
地
域
の
「
西
の

入
」
地
区
に
、
番
小
屋
が
配
置
さ
れ
、
番
衆
が
詰
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
と
解
せ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
に
示
し
た
小
屋
の
位
置
比
定
は
妥
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当
性
が
見
い
だ
せ
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
西
の
入
り
に
は
小
川
町

奈
良
梨
八
幡
神
社
蔵
の
鰐
口
銘
文
（

小
川
町
の
歴
史

）
に
よ
っ
て
弘
治
三

『

』

年
（
一
五
五
七
）
新
井
佐
土
守
の
在
住
が
確
認
さ
れ
る
。

三

ま
と
め

以
上
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
鉢
形
城
下
周
辺
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
金
尾
・

風
夫
・
鉢
形
・
西
之
入
」
に
置
か
れ
た
小
屋
は
、
鉢
形
城
下
へ
の
主
要
な
交

通
路
に
置
か
れ
た
「
番
小
屋
」
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
先
の
北
条
氏
邦
文
書
発
給
の
永
禄
十
一
年
十
一
月
時
点
で

は
鉢
形
城
が
北
条
氏
邦
支
配
の
重
要
な
拠
点
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
伺
わ
せ

る
に
十
分
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
冒
頭
示
し
た
北
条
氏
邦
鉢
形
城
入
城
の

時
期
決
定
根
拠
が
覆
さ
れ
る
結
果
と
な
り
、
改
め
て
入
城
時
期
を
検
討
す
る

必
要
が
生
じ
る
。

北
条
氏
邦
の
支
配
を
考
え
る
上
で
の
画
期
定
め
、
そ
の
中
に
み
ら
れ
る
主

な
事
柄
を
あ
げ
る
と
つ
ぎ
に
よ
う
に
な
る

。

（
浅
倉
一
九
九
七
）

第
一
段
階

永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
か
ら
五
年
に
か
け
て
用
土
新
左
衛
門
尉
な
ど
を

○

(

『
新
編
埼
玉
県
史
』
資
料
編
６

先
鋒
と
し
て
秩
父
地
域
攻
略
の
軍
を
進
め
た

。

―
三
二
七)

(

『
新
編
埼
玉
県
史
』
資
料
編
６
―
一

高
松
城
・
日
尾
城
・
天
神
山
城
を
お
と
す

。

六
四
五)

(

『
新
編
埼
玉
県
史
』
資

○

永
禄
五
年
、
用
土
新
左
衛
門
尉
は
金
鑚
御
嶽
城
普
請

。

料
編
６
―
三
五
六)

永
禄
六
年
、
用
土
新
左
衛
門
尉
の
軍
功
に
対
し
て
、
北
条
氏
は
加
美
郡
長

○

(

『
新
編
埼
玉
県

浜
郷
・
児
玉
郡
保
木
野
之
村
秩
父
郡
久
長
村
の
所
領
宛
行

。

史
』
資
料
編
６

)

―
三
七
〇

第
二
段
階

永
禄
七
年
、
北
条
氏
邦
は
幼
名
乙
千
代
を
廃
し
、
氏
邦
を
名
乗
る
。
第
Ⅰ

○

型
朱
印
を
使
用

。

(

『
新
編
埼
玉
県
史
』
資
料
編
６
―
四
〇
五
・
四
〇
六)

北
条
氏
邦
、
領
地
宛
行
を
実
施
。

(

『
新
編
埼
玉
県

○

永
禄
八
年
、
西
之
入
に
野
上
足
軽
衆
を
番
衆
と
し
て
派
遣

。

史
』
資
料
編
６
―
四
二
五)

第
三
段
階

(

『
新
編
埼
玉
県
史
』
資
料
編

○

永
禄
十
二
年
、
北
条
氏
邦
は
第
Ⅱ
型
朱
印
使
用

。

６
―
五
八
〇)

、

。

永
禄
十
二
年
二
月

甲
相
同
盟
破
綻(

新
編
埼
玉
県
史

資
料
編
６
―
五
三
〇)

『

』

(

『
新
編
埼
玉
県
史
』
資
料

○

永
禄
十
二
年
九
月
、
鉢
形
城
・
金
鑚
御
嶽
城
攻
略

。

編
６
―
五
九
四)

元
亀
二
年
末
、
甲
相
一
和

。

○

(

『
新
編
埼
玉
県
史
』
資
料
編
６
―
七
一
九)

第
四
段
階

(

『
新
編
埼
玉
県
史
』
資
料
編
６
―
一

○

天
正
八
年
十
二
月
、
第
Ⅲ
型
朱
印
使
用

〇
五
二)

。

（
浅
倉
一
九

○

上
野
に
北
条
氏
邦
を
奉
行
人
と
す
る
箕
輪
領
が
形
成
さ
れ
る

九
七
）
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
先
の
「
小
屋
」
の
検
討
に
よ
り
、
永
禄
八
年
以

前
に
、
北
条
氏
邦
は
鉢
形
城
に
入
城
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
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が
窺
え
た
。
政
治
・
軍
事
的
動
向
を
検
討
し
て
も
、
永
禄
七
年
に
は
秩
父
・

児
玉
地
域
を
支
配
下
に
治
め
、
乙
千
代
名
を
廃
し
、
氏
邦
を
名
乗
り
、
北
条

家
支
配
の
基
本
的
行
為
と
さ
れ
る
朱
印
状
の
発
給
を
実
施
し
て
い
る
。

朱
印
状
の
発
給
の
持
つ
政
治
的
役
割
や
意
味
に
つ
い
て
は
、
黒
田
基
樹
の

（
黒
田
基
樹
一
九
九
五
『
戦
国
大
名
北
条
氏
の
領
国
支
配
』
岩
田

示
唆
に
富
ん
だ
研
究

が
あ
り
、
参
考
に
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

「
北
条
氏
は
安
堵
・
充

書
院
）

、

行
状
系
の
発
給
文
書
に
は
基
本
的
に
朱
印
状
を
発
給
し
て
い
た
こ
と
が
推
定

さ
れ
る

「
北
条
氏
規
は
永
禄
十
年
の
永
嶋
氏
宛
朱
印
状
を

（
前
掲
書
五
〇
頁
）
」
。

契
機
に
三
浦
郡
の
（
領
の
）
支
配
者
と
し
て
現
れ
る

。
さ
ら
に

」（
同
七
九
頁
）

「
岩
付
領
に
お
い
て
も
天
正
八
年
七
月
頃
ま
で
に
は
、
北
条
家
朱
印
状
を
初

め
と
す
る
岩
付
領
支
配
の
為
に
発
給
さ
れ
て
き
た
も
の
が
一
切
見
ら
れ
な
く

な
る
。
か
わ
っ
て
（
岩
付
城
当
主
発
給
と
見
ら
れ
る
）
印
文
不
詳
朱
印
状
は

岩
付
領
支
配
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
り
、
そ
の
出
現
を
も
っ

（
同
二
〇
三
か
ら
二
〇

て
独
立
し
た
支
城
領
と
し
て
確
立
を
み
た
と
い
え
よ
う
」

と
指
摘
し
た
。
ま
た
「
こ
の
よ
う
な
事
例
と
し
て
滝
山
・
八
王
子
領

四
頁
）

、

」

、

の
北
条
氏
照

鉢
形
領
の
北
条
氏
邦
な
ど
が
あ
る

と
延
べ

（

）

同
二
〇
七
頁

支
城
領
主
と
し
て
北
条
家
か
ら
独
立
し
た
こ
と
の
位
置
づ
け
が
示
さ
れ
た
も

の
と
の
見
解
を
示
し
た
。
こ
こ
に
、
鉢
形
領
に
お
け
る
北
条
氏
邦
の
朱
印
状

。

発
給
の
意
味
を
と
ら
え
る
重
要
な
視
点
を
み
る
こ
と
が
で
き
る

し
た
が
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
視
点
に
立
て
ば
、
永
禄
七
年
の
第
二
段
階

、

、

、

が

鉢
形
領
支
配
を
完
成
さ
せ

支
城
領
主
と
な
っ
た
北
条
氏
邦
に
と
っ
て

最
も
重
要
な
段
階
で
あ
っ
た
。
北
条
氏
邦
は
、
関
東
管
領
山
内
上
杉
氏
の
居

城
で
あ
っ
た
由
緒
あ
る
鉢
形
城
を
、
支
城
領
主
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
大
規
模

な
城
と
し
て
整
備
し
入
城
し
た
。
こ
の
こ
と
が
鉢
形
領
支
配
の
完
成
を
高
ら

か
に
宣
言
し
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

末
筆
に
な
っ
た
が
、
本
稿
を
起
こ
す
に
あ
た
っ
て
吉
田
稔
氏
に
は
藤
田
資

料
、
田
島
栄
一
郎
氏
に
は
藤
田
資
料
・
周
辺
の
地
名
や
交
通
路
の
事
な
ど
種

々
ご
教
示
頂
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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